ベンチャー等立地促進事業費補助金交付要綱

　（趣旨）
第１条　知事は、製造業、情報通信業及びデザイン業を行うベンチャー企業の、県内立地及び事業成長を促進するため、新たに事業所の賃借及び従業員の雇用を行う企業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号。以下「規則」という。）に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公的インキュベーション施設　公共団体、独立行政法人及び国立大学法人によって設置された、新規創業や新事業の成長を促進するために事業所の貸与や専門家による支援を行う施設をいう。
[bookmark: _GoBack](2) 製造業　日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）の大分類「Ｅ　製造業」の項目に掲げる業務及び小分類「711　自然科学研究所」の項目に類する試験、開発研究等を行う業務をいう。
(3) 情報通信業　日本標準産業分類の大分類「Ｇ　情報通信業」の項目に掲げる業務をいう。
(4) デザイン業　日本標準産業分類の小分類「726　デザイン業」の項目に掲げる業務をいう。
(5) 新規常用雇用者　交付決定日以降に雇用された岡山県内に住所を有する者で、雇用保険法（昭和49年法律第116号）の被保険者になっている者をいう。
　（補助対象者）
第３条　補助の対象となる者は、県内において新たに事業所を賃借して事業を行うベンチャー企業であって、別表１の交付要件を満たす者とする。
２　前項の規定にかかわらず、既に事業所を有しているベンチャー企業（当該企業のグループ企業を含む。）は、補助対象外とする。
　（補助金の額等）
第４条　前条の規定により交付することができる補助金の使途、補助対象経費、補助額、補助率、限度額及び補助期間並びに交付方法は、別表２に定めるところによるものとする。
２　前項の規定により計算した補助額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を補助額とする。
３　第１項の補助対象経費について、国又は地方公共団体から補助金の交付を受ける者は、本要綱の適用を受けることができない。
　（交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者は、施設の賃貸借契約を締結する日の原則として15日前までに、補助金交付申請書（様式第１号）を知事へ提出しなければならない。
２　補助期間が年度をまたがる場合においては、次年度においても、当該年度開始前15日以内に、補助金交付申請書（様式第１号）を知事へ提出しなければならない。
３　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。
(1) 暴力団員等（岡山県暴力団排除条例（平成22年岡山県条例第57号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者
(2) 暴力団（岡山県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等の統制下にある者
(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
　（交付決定通知）
第６条　知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは交付の決定を行い、申請者に対し交付決定通知書（様式第２号）を送付するものとする。
（交付申請の取下げ）
第７条　前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。
　（事業内容の変更等）
第８条　補助事業者が交付決定に係る内容を変更しようとするときは、変更前までに補助金変更交付申請書（様式第３号）を、交付決定に係る内容を中止又は廃止しようとするときは、補助金中止（廃止）届出書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。
２　知事は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは変更交付決定を行い、補助事業者に変更交付決定通知書（様式第５号）を送付するものとする。
３　第１項後段の規定による中止（廃止）届出書を知事が受理したときは、何らの手続きを要せず交付決定通知は効力を失うものとする。
　（交付決定の取消し）
第９条　知事は補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第６条の交付決定又は前条第２項の変更交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は変更交付決定を受けたとき。
(2) 変更手続きによることなく、交付決定された内容を変更したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
２　知事は、前項により交付決定又は変更交付決定を取り消したときは、書面により速やかに通知するものとする。
　（実績報告）
第10条　補助事業者は、年度ごとに当該年度の事業実施期間終了後15日以内に、補助金実績報告書（様式第６号）を知事へ提出しなければならない。
　（額の確定）
第11条　知事は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは額の確定を行い、申請者に対し額の確定通知書（様式第７号）を送付するものとする。
　（指示事項の遵守）
第12条　補助事業者は、知事が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。
　（補助金の支払）
第13条　補助事業者は、第11条の規定による補助金の額の確定があったときは、補助金請求書（様式第８号）により、知事に対し補助金の支払を請求するものとする。
２  知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を支払わなければならない。
　（額の確定の取消し）
第14条　知事は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、第11条の額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の額の確定を受けたとき。
(2) この要綱に違反する事実があったとき。
(3) 正当な理由によることなく当該事業に係る額の確定の日から１年以内に事業を中止し、又は廃止したとき。
　（補助金の返還）
第15条　知事は、前条の規定により補助金の額の確定を取り消した場合において、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
　（加算金及び延滞金）
第16条　補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた補助金の額100円につき１日３銭の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
２  補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき１日３銭の割合で加算した延滞金を県に納付しなければならない。
３  知事は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認められる場合は、補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
　（その他）
第17条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

別表１（交付要件）
	次の全ての要件を満たす法人であること。
(1) 次のいずれかの業種に該当すること。
ア　製造業
イ　情報通信業
ウ　デザイン業
(2) 次のいずれかの要件に該当すること。
ア　県内の公的インキュベーション施設に入居中で、かつ６月以上の入居実績があること。
イ　産学官連携事業の実績を有すること。
ウ　産業競争力強化法に係る支援措置を受けた実績を有すること。
(3) (1)の法人が(2)で研究開発していた事業のために、県内で新たに事業所を賃借すること。



別表２（補助金の種類、使途、補助対象経費、補助額、補助率、限度額及び補助期間並びに交付方法）
	種類
	賃借料補助金
	人件費補助金

	使途
	事業所の賃借料
	従業者の人件費

	補助対象経費
	事業所の賃借に要する経費（ただし、賃借料にかかる消費税及び地方消費税相当額、敷金、礼金、共益費その他これらに類する経費を除く。）
	事業所での新規常用雇用者の人件費に要する経費

	補助額
	上欄の補助対象経費に下欄の補助率を乗じて得た額
	上欄の新規常用雇用者数に下欄の補助単価を乗じて得た額

	補助率等
	２分の１以内
	１人当たり年間50万円以内

	限度額
	年間200万円
	年間200万円（ただし、事業所が中山間地域の場合は、年間300万円とする。）

	補助期間
	賃貸借契約後　２年間

	交付方法
	各年度の実績に基づき交付





様式第１号（第５条関係）
令和　　年　　月　　日

　岡山県知事　　　　　　　殿

申請者　所 在 地
　　　　名　　称
　　　　代表者名　　　　　　　　　　　(印)



ベンチャー等立地促進事業費補助金　交付申請書


　令和　　年度においてベンチャー等立地促進事業費補助金の交付を受けたいので、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第４条の規定により、次のとおり申請します。

記
１　申請者の概要
　別紙のとおり

２　補助事業の内容等
　別紙のとおり

３　補助金交付申請額等
(1)	補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　円
ア	うち賃借料関係　　　　　　　　　　　　　円
イ	うち人件費関係　　　　　　　　　　　　　円
(2)	補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　円

４　事業実施期間
　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで



（添付書類）
①登記事項証明書、②定款、③直近年度の決算関係書類、④県税の完納証明書、⑤誓約書、⑥公的インキュベーション施設の入居、産学官連携事業の実績又は産業競争力強化法に係る支援実績の確認書類、⑦会社概要（パンフレット等）、⑧賃貸借契約書(案)、⑨施設のレイアウト図


別紙（様式第１号関係）

１　申請者の概要
(1)	業種（産業分類）

(2)	公的インキュベーション施設の入居、産学官連携事業の実績又は産業競争力強化法に係る支援実績の時期及び内容

(3)	新事業所で実施予定の事業内容（前項に関係するものに限る。）

(4)	補助事業に係る担当者及び連絡先（電話、FAX、電子メール）


２　補助事業の内容等
(1)	賃借料関係
ア　賃貸借契約を行う建物名及び所在地

イ　賃貸借契約の契約予定日、月額賃借料＊１、契約期間及び契約面積

ウ　その他法人（グループ企業を含む。）の関連する事業所の有無

(2)	人件費関係
ア　従業員数（常時雇用する者）

イ　新規常用雇用者数（補助事業の実施期間中の予定）＊２

ウ　その他従業員雇用に関連する補助金等受給の有無


＊１	月額賃借料には消費税及び地方消費税相当額、敷金、礼金、共益費その他これらに類する経費を含めないこと。
＊２	交付決定日以降に雇用し、賃貸借契約を行う事業所に勤務する県内居住者に限る。


様式第２号（第６条関係）
岡山県指令産企第　　号

（　補助事業者の名称　）



ベンチャー等立地促進事業費補助金　交付決定通知書


　令和　　年　　月　　日付けで交付申請のあった令和　　年度ベンチャー等立地促進事業費補助金については、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第５条第１項の規定により、次のとおり交付することに決定したので、同規則第７条の規定により通知する。


　　　令和　　年　　月　　日

岡山県知事　　　　　　

記

１　補助金の交付の対象となる事業及びその内容は、令和　　年　　月　　日付けで申請のあった令和　　年度ベンチャー等立地促進事業費補助金交付申請書の記載のとおりとする。

２　補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
	　　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　円
	　　補助金の額　　　　　　　　　　　　　　円

３　補助事業者は、岡山県補助金等交付規則及びベンチャー等立地促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。

４　補助事業者は、交付決定に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ知事に申請し、その承認を受けなければならない。また、交付決定に係る内容を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ知事に届け出し、その指示を受けなければならない。


様式第３号（第８条関係）
令和　　年　　月　　日

　岡山県知事　　　　　　　殿

申請者　所 在 地
　　　　名　　称
　　　　代表者名　　　　　　　　　　　(印)



ベンチャー等立地促進事業費補助金　変更承認申請書


　令和　　年　　月　　日付け、岡山県指令産企第　　号で交付決定通知があった上記補助事業について、下記のとおり計画を変更したいので、岡山県補助金交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第10条の規定により申請します。

記

１　計画変更の内容及び理由



２　計画変更後の経費の内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	事項
	補助対象経費

	
	変更前
	変更後

	

	

	




３　補助金交付申請額等
既交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円
変更後交付申請額　　　　　　　　　　　　　円
差額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　計画変更が補助事業に及ぼす影響


（添付書類）
①様式第１号別紙、②その他計画変更の内容及び理由が分かる資料


様式第４号（第８条関係）
令和　　年　　月　　日

　岡山県知事　　　　　　　殿

申請者　所 在 地
　　　　名　　称
　　　　代表者名　　　　　　　　　　　(印)



ベンチャー等立地促進事業費補助金　補助事業中止（廃止）届出書


　令和　　年　　月　　日付け、岡山県指令産企第　　　号で交付決定通知があった上記補助事業を下記の理由により中止（廃止）したいので、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第10条の規定に基づき申請します。


記

１　中止（廃止）する理由



２　中止の期間（廃止の時期）




様式第５号（第８条関係）
岡山県指令産企第　　号

（　補助事業者の名称　）



ベンチャー等立地促進事業費補助金　変更交付決定通知書


　令和　　年　　月　　日付けで変更承認申請のあった令和　　年度ベンチャー等立地促進事業費補助金については、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第５条第１項の規定により、次のとおり交付することに決定したので、同規則第７条の規定により通知する。


　　　令和　　年　　月　　日

岡山県知事　　　　　　

記

１　補助金の交付の対象となる事業及びその内容は、令和　　年　　月　　日付けで申請のあった令和　　年度ベンチャー等立地促進事業費補助金変更承認申請書の記載のとおりとする。

２　補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
	　　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　円
	　　補助金の額　　　　　　　　　　　　　　円

３　補助事業者は、岡山県補助金等交付規則及びベンチャー等立地促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。

４　補助事業者は、交付決定に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ知事に申請し、その承認を受けなければならない。また、交付決定に係る内容を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ知事に届け出し、その指示を受けなければならない。



様式第６号（第10条関係）
令和　　年　　月　　日

　岡山県知事　　　　　　　殿

申請者　所 在 地
　　　　名　　称
　　　　代表者名　　　　　　　　　　　(印)



ベンチャー等立地促進事業費補助金　実績報告書


　令和　　年　　月　　日付け、岡山県指令産企第　　　号で交付決定通知があった上記補助事業を完了しましたので、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第13条の規定に基づき報告します。


記

１　補助事業の内容等
　別紙のとおり

２　実績額等
(1)	補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　円
ア	うち賃借料関係　　　　　　　　　　　　　円
イ	うち人件費関係　　　　　　　　　　　　　円
(2)	補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　事業実施期間
　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで



（添付書類）
①賃貸借関係の確認書類（契約書、領収書等の写し）、②雇用関係の確認書類（雇用保険記録、賃金台帳等の写し）


別紙（様式第６号関係）

１　補助事業の内容等
(1)	賃借料関係
ア　賃貸借契約を行う建物名及び所在地

イ　賃貸借契約の契約日、月額賃借料、契約期間及び契約面積

ウ　賃貸借契約の月別賃借料
	年月
	賃借料

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	令和　　年　　月分
	円

	合計
	円



(2)	人件費関係
ア　従業員数（常時雇用する者）

イ　新規常用雇用者数（補助事業の実施期間中の雇用者数）
	雇用者名
	雇用期間

	
	令和　　年　　月～現在（令和　　年　　月）

	
	令和　　年　　月～現在（令和　　年　　月）

	
	令和　　年　　月～現在（令和　　年　　月）

	
	令和　　年　　月～現在（令和　　年　　月）

	合計
	人





様式第７号（第11条関係）
岡山県指令産企第　　号

（　補助事業者の名称　）



ベンチャー等立地促進事業費補助金　額の確定通知書


　令和　　年　　月　　日付け、岡山県指令産企第　　　号で交付決定をした上記補助金について、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第14条の規定に基づき下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。


　　　令和　　年　　月　　日

岡山県知事　　　　　　



補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円

補助金確定額　　　　　　　　　　　　　　　円


様式第８号（第13条関係）
令和　　年　　月　　日

　岡山県知事　　　　　　　殿

申請者　所 在 地
　　　　名　　称
　　　　代表者名　　　　　　　　　　　(印)



ベンチャー等立地促進事業費補助金　精算払請求書


　令和　　年　　月　　日付け、岡山県指令産企第　　　号で交付決定通知があった上記補助金について、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号）第15条の規定に基づき下記のとおり請求します。


記


請求額　　金　　　　　　　　　　円


